
 

 

 
高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び   

高松市訪問型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を

定める要綱の運用について 
介護予防訪問介護相当サービス 

 

 

平成２８年８月１６日通知（平成２８年１０月１日施行） 

平成２９年１２月２２日通知（平成３０年４月１日施行） 

令和２年７月１５日通知（平成３０年１０月１日施行） 

令和２年７月１５日通知（平成３１年４月１日施行） 

令和２年７月１５日通知（令和元年１０月１日施行） 



 

 

左欄について 

 

「高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施

要綱」及び「高松市訪問型サービスの人員、設備

及び運営に関する基準を定める要綱」を記載して

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右欄について 

 

下線を付した部分は高松市介護予防・日

常生活支援総合事業における独自の内容で

す。 

 

その他の部分は左欄で引用した厚生労働

省告示等を記載しています。 

 

上記以外は旧制度の介護予防訪問介護に

おける通知【指定居宅サービス等及び指定

介護予防サービス等に関する基準について

（11.9.17 老企第 25 号）】及び【指定介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて（18.3.17 老計発第 0317001 号・老高

発第 0317001 号・老老発第 0317001 号：

別紙１）】を準用してください。 
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高松市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

第１条～第６条 （略） 

 

（介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額） 

第７条  介護予防・生活支援サービス事業（第１号及び第２号に

掲げるサービスにあっては、指定事業者（法第１１５条の４５

の３第１項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。）が実施す

るものに限る。次項及び第１０条において同じ。）に要する費用

の額は、別表第１から別表第３までの規定により算定した単位

数を合計したものに次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、

当該各号に定める額を乗じて得た額とする。 

(１)  訪問型サービス １０円に厚生労働大臣が定める一単位

の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３号。次号及び第３

号において「単価告示」という。）に定める高松市の地域区分

における介護予防訪問介護の割合を乗じて得た額 

(２) 通所型サービス １０円に単価告示に定める高松市の地

域区分における介護予防通所介護の割合を乗じて得た額 

(３) 介護予防ケアマネジメント １０円に単価告示に定める

高松市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た

額 

２  前項の規定により介護予防・生活支援サービス事業に要する

費用額を算定した場合において、その額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 

 

第８条～第１４条 （略） 

 

（変更等の届出） 

第１５条  指定事業者は、省令第１４０条の６３の５第１項第１

号、第２号、第４号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）

から第８号までに掲げる事項に変更があった場合は、当該変更

のあった日から１０日以内に高松市介護予防・生活支援サービ

ス事業者変更届（様式第５号）を市長に提出しなければならな

い。 

２  指定事業者は、指定又は指定の更新に係る事業の廃止又は休

止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の１月前まで

に高松市介護予防・生活支援サービス事業者廃止・休止届（様

式第６号）を市長に提出しなければならない。 

３  指定事業者は、休止した指定又は指定の更新に係る事業を再

開した場合は、当該再開の日から１０日以内に高松市介護予

防・生活支援サービス事業者再開届（様式第７号）を市長に提

出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域区分別１単位の単価（訪問サービス） 

高松市（７級地）の場合、１０．２１円。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎変更届の取り扱いについて（訪問介護と同じ） 

 変更届については、以下のとおり取扱うこととする。 

（１）４月１日時点の従業者の員数が、前年４月１日の従

業者の配置状況と比較して増減があり、下記（２）の条

件を全て満たす場合は、４月１日の配置状況を４月末ま

でに提出。この場合は、上記以外の時期に従業者の員数

に係る変更届の提出の必要はありません。 

（２）条件 

① 管理者の変更でないこと。 

② サービス提供責任者の変更でないこと。 

③ 指定の更新を受けるものでないこと。 

④ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定体制に変

更（加算、減算）がないこと。 

⑤ 制度改正等により従業者に係る保有資格の確認が

必要な場合や指導監査の改善報告等により市が変更

届の提出を求めていないこと。 

⑥ 訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪

問型サービスＡを一体的に運営する（しない）旨の

運営規程の変更でないこと。 

（３）留意事項 

①運営規程の記載について 

   運営規程については、従業者の員数の変更の都度記

載を修正すること。（市への提出は年１回だが、運営

規程はその都度修正が必要。） 

②新規事業者の取り扱い 

   新規事業者の指定の翌年度については、上記（１）

の「前年４月１日の従業者の配置状況」を「指定年月

日の従業者の配置状況」と読み替えるものとする。 

③管理者、サービス提供責任者に変更が生じた場合の

取り扱い 

   管理者、サービス提供責任者の変更が生じた場合

は、従来どおり、変更届の提出が必要となる。その際

に、直近の市への届出内容から従業者の員数に変更が

生じている場合には、従来どおり、必要書類を添付す
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第１６条～第２１条 （略） 

 

附則 （略） 

 

別表第１（第７条関係） 

１ 介護予防訪問介護相当サービス費又は共生型訪問型サービ

ス費（１回につき） 

(１) 訪問型サービス費(Ⅰ) ２６７単位 

（ただし、１月において４回を超える場合は、 

１月につき１，１７２単位を上限とする。） 

(２) 訪問型サービス費(Ⅱ) ２７１単位 

（ただし、１月において８回を超える場合は、 

１月につき２，３４２単位を上限とする。） 

(３) 訪問型サービス費(Ⅲ) ２８６単位 

（ただし、１月において１２回を超える場合は、 

１月につき３，７１５単位を上限とする。） 

 

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問介護相当サービ

ス事業所等（訪問基準要綱第４条第１項に規定する指定

介護予防訪問介護相当サービス事業所又は訪問基準要

綱第４２条の３において読み替えて準用する訪問基準

要綱第４条第２項に規定する指定共生型訪問型サービ

ス事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等（訪問基

準要綱第４条第１項又は訪問基準要綱第４２条の３に

おいて読み替えて準用する訪問基準要綱第４条第２項

に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、介護

予防訪問介護相当サービス等（介護予防訪問介護相当サ

ービス又は共生型訪問型サービスをいう。以下同じ。）

を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定

単位数を算定する。 

ア  訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画（法

第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計

画をいい、施行規則第８３条の９第１号ハ及びニに規

定する計画を含む。以下同じ。）又は介護予防ケアマ

ネジメントにより週１回の介護予防訪問介護相当サ

ービス等が必要とされた者 

イ  訪問型サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画又

は介護予防ケアマネジメントにより週２回の介護予

防訪問介護相当サービス等が必要とされた者 

ウ  訪問型サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画又

は介護予防ケアマネジメントによりイに掲げる回数

の程度を超える介護予防訪問介護相当サービス等が

必要とされた者（その要支援状態区分が要介護認定等

に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等

に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号）第２条

第１項第２号に掲げる区分である者又は退院直後で

集中的にサービスを利用することが自立支援につな

がる場合等利用者の状態により、市長が必要と認める

者に限る。） 

注２ 介護予防訪問介護相当サービス費又は共生型訪問

型サービス費に係る算定回数の限度は、次のとおりと

する。 

ア 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメ

ントにより、週１回の利用が必要とされた者 週１

回まで 

イ 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメ

ること。この場合には、上記（１）の「前年４月１日

の従業者の配置状況」を「管理者又はサービス提供責

任者の変更年月日」と読み替える。 

④指定の更新を受ける場合の取り扱い 

   指定の更新を受ける場合には、直近の市への届出内

容から従業者の員数に変更が生じている場合には、変

更届の提出が必要。 

 

 

 

 

◎月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について 

末尾資料１を参照。 

 なお、「契約日」とは「実際に契約書を交わした日」で

はなく「契約の効力が生じた日」を指す。よって、利用者

の了解を得た上で「契約の効力が生じる日」を月初日とし

た契約書を交わせば、月初日からの算定となる。 

 

◎介護予防訪問介護相当サービス費に係る週の利用回数

が変更となった場合の請求について 

 月途中で介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネ

ジメントの変更により、週の利用回数が変更になった場

合、いずれかにおいて月額包括報酬となる場合は、包括報

酬のみの請求。いずれにおいても月額包括報酬以下である

場合は、各区分の単位に利用回数を乗じた単位で請求す

る。 

例①週１回が１週目のみ１回、週２回が２週目以降で７回

利用の場合 

→週２回(７回利用)が包括報酬以下のため、週１回の単位

×回数+週２回の単位×回数で請求。 

例②週１回が１週目のみ１回、週２回が２週目以降で９回

利用の場合 

→週２回(９回利用)が包括報酬になるため、２，３４２単

位の包括報酬のみの請求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判

定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８

号）第２条第１項第２号に掲げる区分】 

→要支援二 

 

 

 

◎介護予防訪問介護相当サービス費に係る算定回数の限

度 

 算定回数の限度（週１回まで又は週２回まで）を超えて

算定することはできない。 

 

◎介護予防訪問介護相当サービス費に係る週の利用回数

が変更となった場合の算定回数の限度について 
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ントにより、週２回の利用が必要とされた者 週２

回まで 

 

 

 

注３ 指定共生型訪問型サービス事業者が当該事業を行

う事業所において、指定居宅介護等の提供に当たる者と

して厚生労働大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働省

告示第５３８号。以下「居宅介護従業者基準」という。）

第１条第４号、第９号、第１４号又は第１９号から第２

２号までに規定する者が共生型訪問型サービスを行っ

た場合は、１月につき所定単位数の１００分の７０に相

当する単位数を算定し、居宅介護従業者基準第１条第５

号、第１０号又は第１５号に規定する者が共生型訪問型

サービスを行った場合は、１月につき所定単位数の１０

０分の９３に相当する単位数を算定し、共生型訪問型サ

ービスの事業を行う重度訪問介護に係る指定障害福祉

サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所にお

いて共生型訪問型サービスを行った場合は、１月につき

所定単位数の１００分の９３に相当する単位数を算定

する。 

 

注４ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所等の所

在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の

建物若しくは指定介護予防訪問介護相当サービス事業

所等と同一建物（以下この注４において「同一敷地内建

物等」という。）に居住する利用者又は指定介護予防訪

問介護相当サービス事業所等における１月当たりの利

用者が同一の建物に２０人以上居住する建物(同一敷地

内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、介護予

防訪問介護相当サービス等を行った場合は、所定単位数

の１００分の９０に相当する単位数を算定する。 

 

 

 

 

 

注５ 厚生労働大臣が定める地域（平成２４年厚生労働省

告示第１２０号。以下「地域告示」という。）に規定す

る地域に所在する指定介護予防訪問介護相当サービス

事業所等（その一部として使用される事務所が当該地域

に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一

部として使用される事務所の訪問介護員等が介護予防

訪問介護相当サービス等を行った場合は、特別地域介護

予防訪問介護加算として、１月につき所定単位数の１０

０分の１５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原則、月途中での変更は想定していないが、介護予防サ

ービス計画又は介護予防ケアマネジメントの変更により、

週の利用回数が変更となった場合、変更日が属する週か

ら、変更後の利用回数に応じた回数を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上 

 訪問介護と一体的に介護予防訪問介護相当サービスを

行っている場合、訪問介護利用者の数も含めて計算する。 

なお、訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪

問型サービスＡを一体的に運営する場合、訪問介護、介護

予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスＡの利用

者の数で計算する。一体的に運営しない場合、訪問型サー

ビスＡの利用者の数は含めず、訪問介護及び介護予防訪問

介護相当サービスの利用者の数で計算する。 

 

【厚生労働大臣が定める地域（平成２４年厚生労働省告

示第１２０号）】（概要） 

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第

一項の規定により指定された離島振興対策実施地域 

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百

八十九号)第一条に規定する奄美群島 

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一

項の規定により指定された振興山村 

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第

七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島 

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三

条第三号に規定する離島 

六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三

号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び

同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措

置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二

条第一項に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法

(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過

疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であるこ

と、交通が不便であること等の理由により、介護保険法

(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定

する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二

号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十

六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四
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注６ 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成２

１年厚生労働省告示第８３号。以下「中山間地域告示」

という。）第１号に規定する地域に所在し、かつ、１月

当たり実利用者数が５人以下の指定介護予防訪問介護

相当サービス事業所等（その一部として使用される事務

所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）

又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等

が介護予防訪問介護相当サービス等を行った場合は、１

月につき所定単位数の１００分の１０に相当する単位

数を所定単位数に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注７ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所等の訪

問介護員等が、中山間地域告示第２号に規定する地域に

居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域

（訪問基準要綱第２５条第５号に規定する通常の事業

の実施地域をいう。以下この表において同じ。）を越え

て、介護予防訪問介護相当サービス等を行った場合は、

１月につき所定単位数の１００分の５に相当する単位

数を所定単位数に加算する。 

注８ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介

護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知

症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問

介護相当サービス費又は共生型訪問型サービス費は、算

定しない。 

注９ 利用者が一の指定介護予防訪問介護相当サービス

事業所等において介護予防訪問介護相当サービス等を

受けている間は、当該指定介護予防訪問介護相当サービ

ス事業所等以外の指定介護予防訪問介護相当サービス

事業所等が介護予防訪問介護相当サービス等を行った

十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援

並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防

サービス及び同法第五十四条第一項第二号に規定する

基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である

と認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定める

もの 

 

高松市においては、男木島、女木島、大島、塩江町が該

当する。 

 

【厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成２１

年厚生労働省告示第８３号）】（概要） 

※注５の対象地域を除いた以下に該当する地域。 

厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成二十七年厚生

労働省告示第九十三号）第二号のその他の地域であって、

次のいずれかに該当する地域のうち厚生労働大臣が定め

る地域（平成二十四年厚生労働省告示第百二十号）に規定

する地域を除いた地域 

イ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三

号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び

同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯 

ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八

号)第二条第一項に規定する辺地 

ハ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一

項の規定により指定された半島振興対策実施地域 

ニ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための

基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二

号)第二条第一項に規定する特定農山村地域 

ホ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五

号)第二条第一項に規定する過疎地域 

 

高松市においては、菅沢、旧弦打村（飯田町、鶴市町、

郷東町）、旧安原村（香川町東谷、香川町安原下第１号、

香川町安原下第３号）が該当するが、高松市は、厚生労働

大臣が定める一単位の単価（平成二十七年厚生労働省告示

第九十三号）第二号の七級地に該当するため、注５の加算

は算定できない。 

 

◎１月当たり実利用者数が５人以下 

小規模事業所の要件は、サービス種類ごとに設定され

る。従って、介護予防訪問介護相当サービス利用者の１月

当たりの平均実利用者数を計算する。 

 

 

【中山間地域告示第２号に規定する地域】 

 

注５及び注６の地域。 

 

※この加算を算定する利用者については、通常の実施地域

を超えた際の交通費の支払を受けることはできない。 

 

 

 

 

 

 

◎総合事業の同時算定の可否について 

 末尾資料２を参照。 
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場合に、介護予防訪問介護相当サービス費又は共生型訪

問型サービス費は、算定しない。 

注１０ 利用者が一の指定介護予防訪問介護相当サービ

ス事業所等において介護予防訪問介護相当サービス等

を受けている間は、指定訪問型サービスＡ事業所（訪問

基準要綱第４４条第１項に規定する指定訪問型サービ

スＡ事業所をいう。以下同じ。）が訪問型サービスＡを

行った場合に、訪問型サービスＡ費は、算定しない。 

(４) 初回加算 ２００単位 

注 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所等におい

て、新規に介護予防訪問介護相当サービス計画等（訪問

基準要綱第３７条第２項第１号に規定する介護予防訪

問介護相当サービス計画又は訪問基準要綱第４２条の

３において読み替えて準用する訪問基準要綱第３７条

第２項第１号に規定する共生型訪問型サービス計画を

いう。以下同じ。）を作成した利用者に対して、サービ

ス提供責任者（訪問基準要綱第４条第２項に規定するサ

ービス提供責任者をいう。以下同じ。）が初回若しくは

初回の介護予防訪問介護相当サービス等を行った日の

属する月に介護予防訪問介護相当サービス等を行った

場合又は当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業

所等のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の介

護予防訪問介護相当サービス等を行った日の属する月

に介護予防訪問介護相当サービス等を行った際にサー

ビス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位

数を加算する。 

(５) 生活機能向上連携加算 

 ア 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位 

 イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位 

 

 

 

注１ アについて、サービス提供責任者が、指定介護予 

防訪問リハビリテーション事業所（指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下

「指定介護予防サービス基準」という。）第７９条第１

項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所をいう。以下同じ。）、指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所（指定介護予防サービス基準第１１７条

第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所をいう。以下同じ。）又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第１条の２第１項に規定する医療提供施設

をいい、病院にあっては、許可病床数が２００床未満の

もの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以

内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の医

師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基

づき、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護相

当サービス計画又は共生型訪問型サービス計画を作成

し、当該介護予防訪問介護相当サービス計画又は当該共

生型訪問型サービス計画に基づく介護予防訪問介護相

当サービス又は共生型訪問型サービスを行ったときは、

初回の当該介護予防訪問介護相当サービス又は当該共

生型訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単

位数を加算する。 

注２ イについて、利用者に対して、指定介護予防訪問 

リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリ

テーション又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎生活機能向上連携加算 

 【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸

与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て(１２．３．１老企第３６号)】第２の２（２１）に準じ

る。 

【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準 第７９条第１項】 

指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者

は、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業員の員数

は、次のとおりとする。 

一 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供に当たらせるために必要な１以上の数 

二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

【指定介護予防サービス基準第１１７条第１項】 

指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者

は、当該事業を行う事業所ごとに置くべき指定介護予防通

所リハビリテーションの提供に当たる従業者の員数は、次

のとおりとする。 

一 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に当たらせるために必要な１以上の数 

二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看

護師若しくは准看護師若しくは介護職員 次に掲げる基

準を満たすために必要と認められる数 

（イ、ロ 略） 
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護予防サービス基準第７８条に規定する指定介護予防

訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）、指定介護

予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基

準第１１６条に規定する指定介護予防通所リハビリテ

ーションをいう。以下同じ。）等の一環として当該利用

者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行す

る等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行

い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介

護相当サービス計画又は共生型訪問型サービス計画を

作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護相

当サービス計画又は当該共生型訪問型サービス計画に

基づく介護予防訪問介護相当サービス又は共生型訪問

型サービスを行ったときは、初回の当該介護予防訪問介

護相当サービス又は当該共生型訪問型サービスが行わ

れた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数

を加算する。ただし、アを算定している場合は、算定し

ない。 

 (６) 介護職員処遇改善加算 

注 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告

示第９５号。以下「基準告示」という。）第４号に規定

する基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実

施しているものとして市長に届け出た指定介護予防訪

問介護相当サービス事業所等が、利用者に対し、介護予

防訪問介護相当サービス等を行った場合は、次のアから

オまでに掲げる区分に従い、令和３年３月３１日までの

間、それぞれアからオまでに定める単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 前各号の規定により算

定した単位数の１，０００分の１３７に相当する単位

数 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 前各号の規定により算

定した単位数の１，０００分の１００に相当する単位

数 

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 前各号の規定により算

定した単位数の１，０００分の５５に相当する単位数 

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウの規定により算定し

た単位数の１００分の９０に相当する単位数 

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウの規定により算定し

た単位数の１００分の８０に相当する単位数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定介護予防サービス基準第７８条】 

 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビ

リテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅

において、自立した日常生活を営むことができるよう、利

用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の

維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。 

【指定介護予防サービス基準第１１６条】 

 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビ

リテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅

において、自立した日常生活を営むことができるよう、理

学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う

ことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって

利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

【厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告

示第９５号）第４号】 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以

下「賃金改善」という。）に要する費用の見込額（賃

金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分

を含むことができる。以下同じ。）が介護職員処遇

改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する

計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講

じていること。 

（２） 指定訪問介護事業所において、（１）の賃金改善

に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施

方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載

した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介

護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）

及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市

（以下「中核市」という。）にあっては、指定都市

又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を

除き、以下同じ。）に届け出ていること。 

（３） 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金

改善を実施すること。ただし、経営の悪化等によ

り事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図

るために介護職員の賃金水準（本加算による賃金

改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、

その内容について都道府県知事に届け出ること。 

（４） 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ご

とに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県

知事に報告すること。 

（５） 算定日が属する月の前十二月間において、労働

基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、労働者災

害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、最低

賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）、労働安

全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用保

険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労

働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せら

れていないこと。 

（６） 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料

（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和

四十四年法律第八十四号）第十条第二項に規定す
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(６)の２ 介護職員等特定処遇改善加算 

注１ 基準告示第４号の２に規定する基準に適合してい

る介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとし

て市長に届け出た指定介護予防訪問介護相当サービス

る労働保険料をいう。以下同じ。）の納付が適正に

行われていること。 

（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  (一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内

容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。）

を定めていること。 

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全て

の介護職員に周知していること。 

(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を

策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機

会を確保していること。 

(四) (三)について、全ての介護職員に周知している

こと。 

(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給

する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を

判定する仕組みを設けていること。 

(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護

職員に周知していること。 

（８） 平成二十七年四月から（２）の届出の日の属す

る月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の

内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介

護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周

知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)  

イ（１）から（６）まで、（７）(一)から(四)まで及び（８）

に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（６）までに掲げる基準に適合す

ること。 

（２） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職

務内容等の要件（介護職員の賃金に関するも

のを含む。）を定めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全

ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計

画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は

研修の機会を確保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知してい

ること。 

（３） 平成二十年十月からイ（２）の届出の日の属

する月の前月までに実施した介護職員の処遇改

善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び

当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての

職員に周知していること。 

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)  

イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも適合し、

かつハ（２）又は（３）に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。 

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)  

イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも適合す

ること。 

 

 

 

 

【厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告

示第９５号）第４号の２】 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  
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事業所等が、利用者に対し、介護予防訪問介護相当サ

ービス等を行った場合は、次のア又はイに掲げる区分

に従い、それぞれア又はイに掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 第１号から第

５号までの規定により算定した単位数の１，０００分の

６３に相当する単位数 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 第１号から第

５号までの規定により算定した単位数の１，０００分の

４２に相当する単位数 

注２ 前号アからウまでのいずれかを算定していることを

要件とする。 

注３ アついては、事業所が、その併設する指定訪問介護

事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第５条

に規定する指定訪問介護事業所をいう。）において特定

事業所加算(Ⅰ)（基準告示第３号イに規定する特定事業

所加算(Ⅰ)をいう。）又は特定事業所加算(Ⅱ)（基準告

示第３号ロに規定する特定事業所加算(Ⅱ)をいう。）を

算定していることを要件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (６)の３ 生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従

事した場合は、当該月において前各号の単位数は算定しな

い。 

 

（７） 第９条に規定する合計額の算定に当たっては、第１号

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲

げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要す

る費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算

定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当

該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

(一) 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介

護職員と認められる者(以下「経験・技能のある

介護職員」という。)のうち１人は、賃金改善に

要する費用の見込額が月額８万円以上又は賃金

改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上で

あること。ただし、介護職員等特定処遇改善加

算の算定見込額が少額であることその他の理由

により、当該賃金改善が困難である場合はこの

限りでないこと。 

(二) 指定訪問介護事業所における経験・技能のある

介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平

均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除

く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の

２倍以上であること。 

(三) 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)

の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介

護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見

込額の平均の２倍以上であること。ただし、介

護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経

験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額

を上回らない場合はその限りでないこと。 

(四) 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見

込額が年額４４０万円を上回らないこと。 

(２) 当該指定訪問介護事業所において、賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した

介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員

に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 

(３) 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する

賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等によ

り事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るた

めに当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金

改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、そ

の内容について都道府県知事に届け出ること。 

(４) 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに

当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府

県知事に報告すること。 

(５) 訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の

いずれかを算定していること。 

(６) 訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から

(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 

(７) 平成２０年１０月から(２)の届出の日の属する月の

前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善

に関するものを除く。以下この号において同じ。)及

び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に

周知していること。 

(８) (７)の処遇改善の内容等について、インターネット

の利用その他の適切な方法により公表していること。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)  

イ(１)から(４)まで及び(６)から(８)までに掲げる基準の

いずれにも適合すること。 
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から第３号までの注３から注５まで、第６号及び第６号の

２の規定による加算の合計額を控除するものとする。 

 

２ 訪問型サービスＡ費 （略） 

 

別表第２（第７条関係） （略） 

 

別表第３（第７条関係） （略） 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 
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高松市訪問型サービスの 人員、設備及び運営に関する基準を定め

る要綱 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「省令」という。）第１４０条の６３の６及び高松

市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２８年１０月

１日施行。以下「実施要綱」という。）第１３条第４項及び第１

７条第５項の規定に基づき、実施要綱第３条第１号アに規定する

訪問型サービスを実施する事業者等の指定及び届出に係る人員、

設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（一般原則） 

第２条 指定事業者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第１１５条の４５の３第１項の指定又は第１

１５条の４５の６第１項の指定の更新を受けた者をいう。以下

同じ。）及び訪問型サービスＢを実施する者（以下「指定事業者

等」という。）は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用

者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定事業者等は、訪問型サービスを運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、市、他の介護予防・生活支援サービス

を実施する者（以下「介護予防・生活支援サービス事業者」とい

う。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。 

 

第２章 介護予防訪問介護相当サービスの基準 

第１節 基本方針 

第３条 介護予防訪問介護相当サービスは、その利用者が可能な限

りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又

は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわ

たる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけ

ればならない。 

    第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第４条 介護予防訪問相当サービスを行う者（以下「指定介護予防

訪問介護相当サービス事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。）

ごとに置くべき訪問介護員等（介護予防訪問介護相当サービス

の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令

で定める者をいう。以下この章において同じ。）の員数は、常勤

換算方法で、２．５以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護保険法第１１５条の４５の３第１項】 

市町村は、第一号事業（第一号介護予防支援事業にあっ

ては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。）について

は、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する

者（以下「指定事業者」という。）の当該指定に係る第一

号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利

用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、

当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費

を支給することにより行うことができる。 

 

【介護保険法第１１５条の４５の６第１項】 

 指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める期間ごとに

その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その

効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎訪問介護員等には、次のいずれかの資格が必要。 

（「※」は、現在研修が行われていない） 

・介護福祉士 

・実務者研修修了者 

・介護職員基礎研修課程修了者（※） 

・訪問介護員養成研修１級課程修了者（※） 

・訪問介護員養成研修２級課程修了者（※） 

・介護職員初任者研修修了者 

・看護師、准看護師 

（看護師等の資格を有する者を訪問介護員として雇用す

る場合については、訪問介護員として雇用されるのであっ

て、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及

び療養上の世話の業務（社会福祉士法及び介護福祉士法
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２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪

問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、

利用者（当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪

問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サ

（昭和 62 年法律第 30 号）の規定に基づく、自らの事業

又はその一環として、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、

鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう

又は胃ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。）の

業務を行うための登録を受けている事業所において実施

されるたんの吸引等の業務を除く。）を行うものではな

い。） 

・生活援助従事者養成研修修了者（身体介護を除く） 

 

【介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者】 

※介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号） 

第３条 

法第八条第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる

研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当

該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者とする。 

一 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 

当該都道府県知事 

二 都道府県知事が指定する者の行う研修であって厚

生労働省令で定める基準に適合するものとして都道

府県知事の指定を受けたもの 当該介護員養成研修

事業者 

 

◎常勤換算方法 

 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間を下回る

場合は３２時間を基本とする。）で除することにより、当

該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す

る方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当

該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時

間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問

看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が

訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の

勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを

算入することとなるものであること。 

 ただし、訪問介護員、介護予防訪問介護相当サービスの

訪問介護員としての勤務時間は合計して計算しても差し

支えない。 

なお、時間外労働（労働基準法における法定労働時間を

超える労働）の時間は含めない。 

 

また、訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪

問型サービスＡを一体的に運営する場合においては、訪問

介護員、介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービ

スＡの訪問介護員としての勤務時間は合計して計算して

も差し支えない。ただし、研修Ａ修了者、研修Ｂ修了者、

研修Ｃ修了者及び家政士の勤務時間は含めない。 

 

◎同一の事業所において一体的に運営されている場合 

訪問基準要綱第４４条第５項における「一体的に運営」

とは、訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪問

型サービスＡ（Ａ－１）の指定を併せて受け、同一事業所

において一体的に運営していることに加え、運営規程にお

いて、その旨を設定している場合を指すものとする。 

また、訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪

問型サービスＡを一体的に運営する（しない）旨の運営規

程の変更を行った場合も変更届の提出が必要である。 

 

◎サービス提供責任者の配置 

末尾資料３（介護報酬の解釈 ２指定基準編（Ｈ27.4

版）ｐ５０の、別表１より一部抜粋した図）を参照。 

 

◎利用者の数 
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ービス等基準」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、介護予

防訪問介護相当サービスと指定訪問介護（指定居宅サービス等基

準第４条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、当該事業所における介護予防訪問介護サービス事業及び指定

訪問介護の利用者。以下この条において同じ。）の数が４０又は

その端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者とし

なければならない。この場合において、当該サービス提供責任者

の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によること

ができる。 

３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に

指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大

臣が定める者であって、専ら介護予防訪問介護相当サービスに

従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に

対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合

は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密

着型サービス基準」という。）第３条の４第１項に規定する指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）

又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基

準第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をい

う。）に従事することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人

以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事す

る者を１人以上配置している指定介護予防訪問介護相当サービ

ス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行

われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護相当サー

ビス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数

が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

６ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービス

と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定居宅サービス等基準第５条第１

項から第４項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（管理者） 

第５条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予

防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪

問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

 訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サ

ービスＡを一体的に運営している場合においては、訪問型

サービスＡの利用者は０.５人として計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者】 

（平成 24 年 3 月 13 日 厚生労働省告示第 118 号， 

改正；平成 30 年 3 月 22 日 厚生労働省告示第 78 号） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成十一年厚生省令第三十七号）第五条第四項及

び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令

第三十五号）第五条第四項に規定する厚生労働大臣が定め

る者は次に掲げる者とする。 

一 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第

三十号）第四十条第二項第二号の指定を受けた学校又

は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な

知識及び技能を習得した者 

二 介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成二十

四年厚生労働省令第二十五号）による改正前の介護保険

法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第二十二

条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程又

は一級課程を修了した者 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働

省令第百七十一号）第五条第二項に規定するサービス提

供責任者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）第

三十九条の二に規定する共生型訪問介護の提供に当た

る者に限る。） 

 

◎サービス提供責任者の配置 

末尾資料４（介護報酬の解釈 ２指定基準編（Ｈ27.4

版）ｐ５０の、別表２より一部抜粋した図）を参照。 

◎利用者の数 

 訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サ

ービスＡを一体的に運営している場合においては、訪問型

サービスＡの利用者は０.５人として計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎管理者の兼務について 

末尾資料５を参照。 
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きるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第６条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運

営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介

護予防訪問介護相当 サービスの提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事

業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービス

と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定居宅サービス等基準第７条第

１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪

問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、第２５条に規定する重要事項に関する規

程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又は

その家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の

交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場合において、当

該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付

したものとみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げ

るもの 

ア 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る

電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法 

イ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定

する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその

家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記

録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は

受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪

問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルにその旨を記録する方法） 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録

したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの

記録を出力することによる文書を作成することができるもので

なければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問

介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者

又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、第２項の規定に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定居宅サービス等基準第７条第１項】 

 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要

な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の

提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 
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より第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あら

かじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲

げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。 

(１) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護

相当サービス事業者が使用するもの 

(２) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護相当サー

ビス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的

方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する

重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、

当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をし

た場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由

なく介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介

護予防訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域（当

該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同

じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介

護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当

該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指

定介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要

な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１０条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示

する介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又

は事業対象者の確認（以下「要支援認定等」という。）の有無及

び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の介護保険

被保険者証に、法第１１５条の３第２項の規定により認定審査

会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮し

て、介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

（要支援認定等の申請に係る援助） 

第１１条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受け

ていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該

利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援又

は介護予防ケアマネジメント（これらに相当するサービスを含

む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と

認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者

が受けている要支援認定の有効期間が終了する３０日前にはな

されるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１２条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者

が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第３７号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第３０条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護保険法第１１５条の３第２項】 

（指定介護予防サービスの事業の基準） 

指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービス

を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、

認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会

意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービ

スを提供するように努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準 第３０条第９号】（概要） 

 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防
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第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を

通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

（介護予防支援事業者との連携） 

第１３条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介

護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に

対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支

援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（第１号事業支給費の支給を受けるための援助） 

第１４条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が省令第

８３条の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込

者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケア

マネジメントの作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に

対して届け出ること等により、第１号事業支給費の支給を受ける

ことができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情

報を提供することその他の第１号事業支給費の支給を受けるた

めに必要な援助を行わなければならない。 

（介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿っ

たサービスの提供） 

第１５条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

サービス計画（省令第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画

を含む。以下同じ。）又は介護予防ケアマネジメントが作成され

ている場合は、当該計画等に沿った介護予防訪問介護相当サービ

スを提供しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第１６条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が

介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの変更を

希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡

その他の必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１７条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護

員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又は

その家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しな

ければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１８条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスを提供した際には、当該介護予防訪問介護

相当サービスの提供日及び内容、当該介護予防訪問介護相当サー

ビスについて法第１１５条の４５の３第３項の規定により利用

者に代わって支払を受ける第１号事業支給費の額その他必要な

事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマ

ネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介

護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合に

は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対

して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原

案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を召集

して行う会議をいう。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サ

ービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得な

い理由がある場合については、担当者に対する照会等によ

り意見を求めることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護保険法施行規則（省令）第８３条の９各号のいず

れにも該当しないとき】 

介護予防サービス費の支給の要件を満たしていないと

き。 
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第１９条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理

受領サービス（法第１１５条の４５の３第３項の規定により第

１号事業支給費が利用者に代わり当該指定介護予防訪問介護相

当サービス事業者に支払われる場合の当該第１号事業支給費に

係る介護予防訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。）に該当

する介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該介護予防訪問介護相当サービス

に係る第１号事業に要する費用から当該介護予防訪問介護相当

サービス事業者に支払われる第１号事業支給費の額を控除して

得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスを提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防訪問介

護相当サービスに係る第１号事業支給費との間に、不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前２項の支払を

受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外

の地域の居宅において介護予防訪問介護相当サービスを行う場

合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることが

できる。 

４ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額

に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２０条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスに係

る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問介護相当

サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載し

たサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならな

い。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２１条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護

員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護

相当サービスの提供をさせてはならない。 

（利用者に関する市への通知） 

第２２条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知

しなければならない。 

(１) 正当な理由なしに介護予防訪問介護相当サービスの利用

に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増

進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認めら

れるとき。 

(２) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受け

ようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第２３条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護相当サービスの

提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第２４条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、

当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業

務の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指

定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規

定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

(１) 介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調

整をすること。 

 

【介護保険法第１１５条４５の３第３項の規定】 

 代理受領払の規定。 
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(２) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に

把握すること。 

(２)の２ 介護予防支援事業者等に対し、介護予防訪問介護相当 

サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機

能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な

情報の提供を行うこと。 

(３) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者との

連携に関すること。 

(４) 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条に

おいて同じ。）に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示

するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 

(５) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

(６) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施す

ること。 

(７) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

(８) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施す

ること。 

（運営規程） 

第２５条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護

予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

(１) 事業の目的及び運営の方針 

(２) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(３) 営業日及び営業時間 

(４) 介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他

の費用の額 

(５) 通常の事業の実施地域 

(６) 緊急時等における対応方法 

(７) その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第２６条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

訪問介護相当サービスの運営に当たっては、入浴、排せつ、食事

等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において「介

護等」という。）を常に総合的に提供するものとし、介護等のう

ち特定の支援に偏することがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第２７条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に

対し適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、指

定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪

問介護相当サービス事業所ごとに、当該指定介護予防訪問介護相

当サービス事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護相

当サービスを提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者の資質の

向上のために、毎年具体的な研修計画を作成し、当該研修計画に

基づき全ての従業者に対して研修を実施し、当該研修の結果を記

録するほか、従業者の研修の機会を確保しなければならない。 

（衛生管理等） 

第２８条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護

員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪

問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な

管理に努めなければならない。 

（掲示） 

第２９条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護

予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第２５条に

規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 
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（秘密保持等） 

第３０条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予

防訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

すことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者

会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意

を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、

あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第３１条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護

予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合にお

いては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（不当な働きかけの禁止） 

第３１条の２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護

予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成又は変

更に関し、指定介護予防支援事業所（指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３７号）第２条に規定する指定介護予防支援事業所をい

う。）の介護支援専門員又は実施要綱第５条第１項各号に掲げる

者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求め

ることその他の不当な働きかけを行ってはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３２条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防

支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者

によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３３条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した

介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受

け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならな

い。 

３ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予

防訪問介護相当サービスに関し、法第２３条の規定により市が

行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の

職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関

して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めが

あった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならな

い。 

５ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準 第２条】 

 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごと

に１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要

な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を

有する職員を置かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護保険法第２３条】 

市町村は、保険給付に関して必要があると認めるとき

は、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る

居宅サービス等（居宅サービス（これに相当するサービス

を含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービス

を含む。）、居宅介護支援（これに相当するサービスを含

む。）、施設サービス、介護予防サービス（これに相当する

サービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（これに

相当するサービスを含む。）若しくは介護予防支援（これ

に相当するサービスを含む。）をいう。以下同じ。）を担当

する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定

する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者（第二十

四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。）

に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若

しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせる

ことができる。 
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防訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民

健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。

以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力する

とともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

６ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団

体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民

健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第３４条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業

の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護相当サービスに

関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３５条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に

対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生

した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防

支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録しなければならな

い。 

３ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する

介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３６条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護

予防訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとと

もに、介護予防訪問介護相当サービスの会計とその他の事業の

会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第３７条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する

介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(１) 介護予防訪問介護相当サービス計画 

(２) 第１８条第２項に規定する提供した具体的なサービスの

内容等の記録 

(３) 第２２条に規定する市への通知に係る記録 

(４) 第３３条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(５) 第３５条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録 

（非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示） 

第３８条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、非常災害

対策に関する具体的な計画を作成し、指定介護予防訪問介護相当

サービス事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければな

らない。 

（非常災害時の連携協力体制の整備） 

第３９条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、非常災害

時の利用者の安全の確保を図るため、あらかじめ、他の介護予

防・生活支援サービス事業者間の及び市、その他の地方公共団体、

 

 

 

【介護保険法第１７６条第１項第３号】 

指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、

指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援

の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、

指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業

者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地

域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援

事業者に対する必要な指導及び助言 
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関係機関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなけ

ればならない。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針） 

第４０条 介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防

（法第８条の２第２項に規定する介護予防をいう。以下同じ。）

に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければなら

ない。 

 

 

 

２ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供す

る介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予

防訪問介護相当サービス事業者に係る業務の一層の改善を進め

るため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければ

ならない。 

４ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介

護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態

とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とするものであることを常に意識してサービスの

提供に当たらなければならない。 

５ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有

する能力を最大限活用することができるような方法によるサー

ビスの提供に努めなければならない。 

６ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介

護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーション

を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に

事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（介護予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針） 

第４１条 訪問介護員等の行う介護予防訪問介護相当サービスの

方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治

の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を

通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置

かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握

を行うものとする。 

(２) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活

全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護相当サー

ビスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問

介護相当サービス計画を作成するものとする。 

(３) 介護予防訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サー

ビス計画又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場

合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

(４) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計

画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

(５) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計

画を作成した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス計

画を利用者に交付しなければならない。 

(６) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護

予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活

を営むのに必要な支援を行うものとする。 

(７) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う

ものとする。 

(８) 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護

技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提

 

 

 

 

 

【介護保険法第８条の２第２項に規定する介護予防】 

身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食

事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一

部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障

がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。 
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供を行うものとする。 

(９) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計

画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも１月に

１回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用

者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等につい

て、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成

した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護

予防訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を

行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予

防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握（以下この条

において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当

該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又

は介護予防ケアマネジメントを作成した指定介護予防支援事

業者に報告しなければならない。 

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必

要に応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行う

ものとする。 

(12) 第１号から第１０号までの規定は、前号に規定する介護予

防訪問介護相当サービス計画の変更について準用する。 

（介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点） 

第４２条 介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介

護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意し

ながら行わなければならない。 

(１) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービスの

提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント

におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準第３０条第

７号に規定するアセスメントをいう。）において把握された課

題、介護予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に

係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提

供に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の

観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことが

できるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民に

よる自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の

可能性についても考慮しなければならないこと。 

 

 

 

◎指定介護予防支援事業者への報告について 

 利用者の状態やサービス利用回数等報告は、文書にて、

指定介護予防支援事業者の担当ケアマネジャーに行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定介護予防支援等基準第３０条第７号】 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成 18 年 3 月 14 日号外厚生労働省令

第 37 号） 

 

担当職員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以

下「アセスメント」という。）に当たっては、利用者の居

宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければ

ならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を

利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なけ

ればならない。 

 

※前号 

担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たって

は、適切な方法により、利用者について、その有している

生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した

上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を

把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活

機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明

らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、

利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援すべき総合的な課題を把握しなければならない。 

イ 運動及び移動 

ロ 家庭生活を含む日常生活 

ハ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション 

ニ 健康管理 
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  第２章の２ 共生型訪問型サービスの基準 

 （共生型訪問型サービスの基準） 

第４２条の２ 共生型訪問型サービスの事業を行う指定居宅介護

事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指

定障害福祉サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する

指定居宅介護事業者をいう。）及び重度訪問介護（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。第

１号において同じ。）に係る指定障害福祉サービス（同法第２９

条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第１号におい

て同じ。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

(１) 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第５

条第１項に規定する指定居宅介護事業所をいう。）又は重度

訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該

事業を行う事業所（以下この号において「指定居宅介護事業

所等」という。）の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業

所等が提供する指定居宅介護（指定障害福祉サービス等基準

第４条第１項に規定する指定居宅介護をいう。）又は重度訪

問介護（以下この号において「指定居宅介護等」という。）

の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問型サ

ービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該

指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であるこ

と。 

(２) 共生型訪問型サービスの利用者に対して適切なサービス

を提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から

必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第４２条の３ 第３条、第４条（第１項を除く。）及び第５条並び

に前章第４節及び第５節の規定は、共生型訪問型サービスの事業

について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予

防訪問介護相当サービス」とあるのは「共生型訪問型サービス」

と、「指定介護予防訪問介護相当サービス事業者」とあるのは「指

定共生型訪問型サービス事業者」と、「指定介護予防訪問介護相

当サービス事業所」とあるのは「指定共生型訪問型サービス事業

所」と、第４条第２項中「指定介護予防訪問介護相当サービス事

業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤

の訪問介護員等のうち、利用者（」とあるのは「共生型訪問型サ

ービスを行う者（以下「指定共生型訪問型サービス事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共生型訪問型サービ

ス事業所」という。）ごとに、常勤の訪問介護員等（共生型訪問

型サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規

定する政令で定める者（生活援助従事者研修課程の修了者を除

く。）をいう。以下この章において同じ。）のうち、利用者（共

生型訪問型サービスの利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介

護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪

問介護の」とあるのは「共生型訪問型サービス及び指定居宅介護

若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの」と、第３

７条及び第４１条中「介護予防訪問介護相当サービス計画」とあ

るのは「共生型訪問型サービス計画」と読み替えるものとする。 

 

 

第３章 通所型サービスＡの基準 （略） 

 

   第４章 通所型サービスＢの基準 （略） 

 

第５章 通所型サービスＣの基準 （略） 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（資料１）：月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について 

（平成２７年３月３１日老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課／事務連絡・Ⅰ 資料９）より抜粋 

  

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。 
 ・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応じた日数に

よる日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて
単位数を算定する。 

  ※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。 
              月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 

＜対象事由と起算日＞ 
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※１ ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する
場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場
合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。 
※２ 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料２）：総合事業の同時算定の可否について 
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（資料３）：常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料４）：常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数（居宅基準

第５条第５項の規定の適用を受ける指定訪問介護事業所の場合） 

 

利用者の数 

居宅基準第５条第５項の規

定の適用を受ける訪問介護

事業所が置かなければなら

ない常勤のサービス提供責

任者数 

常勤換算方法を採用する

事業所で必要となる常勤

のサービス提供責任者数 備考 

５０人以下 ３ ３ 

サービス提供責

任者として配置

できる非常勤職

員は、常勤の２分

の１以上の勤務

時間に達してい

る者でなければ

ならない 

５０人超１００人以下 ３ ３ 

１００人超１５０人以下 ３ ３ 

１５０人超２００人以下 ４ ３ 

２００人超２５０人以下 ５ ４ 

２５０人超３００人以下 ６ ４ 

３００人超３５０人以下 ７ ５ 

３５０人超４００人以下 ８ ６ 

４００人超４５０人以下 ９ ６ 

４５０人超５００人以下 １０ ７ 

５００人超５５０人以下 １１ ８ 

５５０人超６００人以下 １２ ８ 

６００人超６５０人以下 １３ ９ 

別表１

利用者の数

常勤換算方法によ
らない場合に必要
となる常勤のサー
ビス提供責任者数

常勤換算方法を採
用する場合に必要
となる常勤のサー
ビス提供責任者数

備考

40人以下 1 1
40人超80人以下 2 1
80人超120人以下 3 2
120人超160人以下 4 3
160人超200人以下 5 4
200人超240人以下 6 4
240人超280人以下 7 5
280人超320人以下 8 6
320人超360人以下 9 6
360人超400人以下 10 7
400人超440人以下 11 8
440人超480人以下 12 8
480人超520人以下 13 9
520人超560人以下 14 10
560人超600人以下 15 10
600人超640人以下 16 11

サービス提供責
任者として配置
できる非常勤職
員は，常勤の２
分の１以上の勤
務時間に達して
いる者でなけれ
ばならない

別表２ 
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（資料５）：管理者の兼務について  

 

※ただし、訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスＡを一体的に運営する場合は、①及び② 

  において管理者が兼務できる職務の範囲について制限はありません。 

 

 

①（介護予防）訪問介護・介護予防訪問介護相当サービスの管理者が兼務できる職務の範囲
（介護予防）訪問介護・

介護予防訪問介護相当

サービス
訪問型サービスＡ

（介護予防）訪問介護・

介護予防訪問介護相当

サービス
訪問型サービスＡ

管理者 ●
同一建物又は隣接
する場合に限る 又は

管理者 ●

直接提供職員 直接提供職員

②訪問型サービスＡの管理者が兼務できる職務の範囲
（介護予防）訪問介護・

介護予防訪問介護相当

サービス

訪問型サービスＡ
（介護予防）訪問介護・

介護予防訪問介護相当

サービス

訪問型サービスＡ

管理者
同一建物又は隣接
する場合に限る

●
又は

管理者 ●

直接提供職員 直接提供職員

※「●」が当該管理者を示しており、網掛け部分が兼務可能な範囲である。

※なお、①～②のいずれの場合も、兼務するそれぞれのサービスで勤務時間を区分する必要がある。

例：「（介護予防）訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス」に従事した勤務時間　９：００～１２：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「訪問型サービスＡ」に従事した勤務時間１３：００～１８：００

訪問介護と総合事業の管理者の兼務について


